
 

 

私立学校振興費（運営費）補助金のうち「新型コロナウイルス感染症対策割」の 

取扱いについて 

 

 

１ 概要 

 新型コロナウイルス感染症対策事業として、空調（冷房）設備を整備する学校法人に対し、補

助金を交付するもの。 

 

２ 対象事業等について 

新型コロナウイルス感染症対策と熱中症対策を両立し、児童生徒等が安心して教育を受けられる

環境の整備を促進するため、私立の幼稚園、中学校、高等学校の普通教室等への空調（冷房）設備

の整備を「新型コロナウイルス感染症対策事業」として位置づけ、補助の対象とする。 

 

３ 対象学種 

幼稚園（施設型給付を受ける幼稚園及び幼稚園型認定こども園を含む。）、中学校及び高等学校 

 

４ 補助対象経費 

本事業の対象経費は、令和２年 12 月８日以降に工事着手する新型コロナウイルス感染症対策と

して設置する空調（冷房）設備整備費用（令和２年度末までに令和２年度私立学校振興費（運営費）

補助金の交付を決定されたものに限る。） 

 

５ 補助金額 

 (1) 普通教室又は特別教室 

事業に要する経費の３分の２以内の額。ただし、１室につき 60万円を限度とし、特別教室に

あっては普通教室で代替困難な教室に限るものとする。 

   

 (2) 保育室又は保育室以外の諸室 

事業に要する経費の３分の２以内の額。ただし、１室につき 60万円を限度とする。 

 

６ その他 

本補助金は、令和２年度限りであること。 


